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令和７年度 街路事業 都市計画道路中割経塚線 

物件調査業務委託 特記仕様書 
 

 

第１章 総則 

１ 適用範囲 

本特記仕様書は、「令和７年度 街路事業 都市計画道路中割経塚線 物件調査

業務委託 駒ヶ根市 経塚（以下、「本業務」という。）」に適用する。 

 

２ 業務管理 

受注者は委託契約書、設計図書、長野県用地調査等業務共通仕様書及び特記仕様

書、本特記仕様書、損失補償算定書（最新版）、業務打合せ書及び関係法規を尊重し、

監督員の指示を受け正確に施行しなければならない。 

 

３ 履行期間 

本業務の履行期間は、契約書に定めた期日とする。 

 

４ 秘密の保持 

受注者は、業務内容及びその成果を発注者の承認を得ずに第三者に知らせてはな

らない。 

 

５ 資料の貸与 

受注者は契約遂行に必要な関係書類の貸与を発注者に申し出ることができる。 

 

６ 作業の確認 

受注者は、作業の進捗状況を随時監督員に報告しなければならない。 

 

７ 中間成果の提出 

受注者は、業務の途中において発注者より中間成果を求められた時はその指示に

より提出するものとする。 

 

第２章 建物等の調査 

第１節 調査 

１－１ 建物等の調査 

建物等の調査とは、建物、工作物、及び立竹木について、それぞれの種類、数量、品

等又は機能等を調査することをいう。 

 

１－２ 建物等の配置 

建物等の調査にあたっては、あらかじめ当該権利者が所有し、又は使用する一画の敷



- 2 - 

地ごとに、次の各号に掲げる建物等の配置に関する調査を行うものとする。 

一 建物、工作物及び立竹木の位置 

二 敷地と土地の取得等の予定線の位置 

三 敷地と接続する道路の幅員、敷地の方位等 

四 その他配置図作成に必要となる事項 

２ 建物等の全部又は一部が残地に存する場合には、監督職員から調査の実施範囲につ

いて指示を受けるものとする。 

 

１－３ 木造建物 

木造建物〔Ⅰ〕の調査は、木造建物調査積算要領（長野県用地調査等共通仕様書 別

記７）（以下「木造建物要領」という。）により行うものとする。 

 

１－４ 木造特殊建物 

木造特殊建物の調査は、前項を準用するものとする。 

 

１－５ 非木造建物 

非木造建物〔Ⅰ〕の調査は、非木造建物調査積算要領（長野県用地調査等共通仕様書 

別記７）（以下「非木造建物要領」という。）により行うものとする。 

 

１－６ 附帯工作物 

附帯工作物の調査は、附帯工作物調査算定要領（長野県用地調査等共通仕様書 別記

10）（以下「附帯工作物要領」という。）により行うものとする。敷地内の立竹木も含

むものとする。 

 

第２節 調査書の作成 

２－１ 建物等の配置図の作成 

建物等の配置図は、前節の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。 

一 建物等の所有者（同族法人及び親子を含む。）を単位として作成する。 

二 縮尺は、原則として次の区分とする。 

（１）建物、庭園及び墳墓を除く工作物、庭木等を除く立竹木 

   100 分の１ 又は 200 分の１ 

（２）庭園、墳墓、庭木等 

   50 分の１ 又は 100 分の１ 

三 用紙は、日本産業規格Ａ３判を用いる。ただし、建物の敷地が広大であるため記

載することが困難である場合には、Ａ２判にすることができる。 

四 敷地境界線及び方位を明確に記入する。方位は原則として、図面の上方を北の方

位とし図面右上部に記入する。 

五 土地の取得等の予定線を赤色の実線で記入する。 

六 建物、工作物及び立竹木の位置等を記入し、建物、工作物及び立竹木ごとに番号

を付す。ただし、工作物及び立竹木が多数存する場合には、これらの配置図を各々
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作成することができる。 

七 図面中に次の事項を記入する。 

（１）敷地面積 

（２）用途地域 

（３）建ぺい率 

（４）容積率 

（５）建築年月 

（６）構造概要・建築工法 

（７）建築面積（一階の床面積をいう。以下同じ） 

（８）建物延べ床面積 

 

２－２ 木造建物 

木造建物〔Ⅰ〕の図面及び調査書は、前節の調査結果を基に木造建物要領により作成

するものとする。 

 

２－３ 木造特殊建物 

木造特殊建物の図面及び調査書は、前節の調査結果を基に作成するものとする。 

２ 図面は、木造建物要領を準用して作成するほか、次の各号の図面を作成するものと

する。 

一 基礎伏図（縮尺 100 分の 1） 

二 床伏図（縮尺 100 分の 1） 

三 軸組図（縮尺 100 分の 1） 

四 小屋伏図（縮尺 100 分の 1） 

五 断面図（縮尺 50 分の 1） 

六 必要に応じて上記各図面の詳細図（縮尺は適宜のものとする。） 

 

２－４ 非木造物 

非木造建物〔Ⅰ〕の図面及び調査書は、前節の調査結果を基に非木造建物要領により

作成するものとする。 

 

２－５ 附帯工作物 

附帯工作物の調査表及び図面は、前節の調査結果を基に附帯工作物要領により作成す

るものとする。 

 

第３節 算定 

３－１ 木造建物 

木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに前節で作

成した図面及び調査書を基に、木造建物〔Ⅰ〕については木造建物要領により、当該建

物の推定再建築費を積算する。 

２ 補償額の算定は、監督員から指示された移転工法により行うものとする。 
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３－２ 木造特殊建物 

木造特殊建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに前節

で作成した図面及び調査書を基に積算する。 

なお、その積算にあたっては、木造建物要領を準用するものとする。 

２ 補償額の算定は、監督員から指示された移転工法により行うものとする。 

 

３－３ 非木造建物 

非木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに前節で

作成した図面及び調査書を基に、非木造建物〔Ⅰ〕については非木造建物要領により、

当該建物の推定再建築費を積算する。 

２ 補償額の算定は、監督員から指示された移転工法により行うものとする。 

 

３－４ 附帯工作物 

附帯工作物の補償額の算定は、前節で作成した資料を基に附帯工作物要領により行う

ものとする。 

 

第３章 営業その他の調査 

第１節 調査 

１－１ 営業その他の調査 

営業その他の調査とは、営業、居住者等及び動産に関する調査をいう。 

 

１－２ 営業に関する調査 

営業に関する調査は、営業補償調査算定要領（長野県用地調査等共通仕様書 別記 16）

（以下「営業要領」という。）により行うものとする。 

 

１－３ 居住者等に関する調査 

居住者等に関する調査は、世帯ごとに次の各号に掲げる事項について行うものとす

る。 

一 氏名及び住所（建物番号及び室番号） 

二 居住者の家族構成（氏名及び生年月日） 

三 住居の占有面積及び使用の状況 

四 居住者が当該建物の所有者でない場合には、貸主の氏名等、住所等、賃料その他

の契約条件、契約期間、入居期間及び定期借家契約である場合にはその期間 

五 その他必要と認められる事項 

２ 居住者等に関する調査は、住民票、賃貸借契約書等の確認のほか、家賃減収補償調

査算定要領（平成 30 年３月８日付け国土用第 46 号土地・建設産業局総務課長通知（以

下「家賃減収要領」という。））等の算定要領により行うものとする。 

 

１－４ 動産に関する調査 
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動産に関する調査は、動産移転料調査算定要領（長野県用地調査等共通仕様書 別記

15）（以下「動産要領」という。）により行うものとする。 

 

第２節 調査書の作成 

２－１ 調査書の作成 

営業に関する調査書は、前節の調査結果を基に、営業要領により作成するものとする。 

２ 居住者等の調査に関する調査書は、前節の調査結果を基に居住者等調査表により作

成することとし、建物を借家・借間している者がいる場合においては、家賃減収要領

により作成するものとする。 

３ 動産に関する調査書は、前節の調査結果を基に動産要領により作成するものとす

る。 

 

第３節 算定 

３－１ 報償額の算定 

営業に関する補償額の算定は、前節で作成した資料を基に営業要領により行うものと

する。なお、営業補償の方法、建物及び工作物の移転工法について監督職員と協議をし

た上で行うものとする。 

２ 動産移転料の算定は、前節で作成した調査書を基に動産要領により行うものとす

る。この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ移転料の算定

が困難と認められるものについては、専門業者の見積を徴するものとする。 

３ 移転雑費の算定は、移転雑費算定要領（平成 30 年３月８日付け国土用第 49 号土地

・建設産業局総務課長通知）により行うものとする。 

 

第４章 消費税等調査 

４－１ 消費税等に関する調査等 

消費税等に関する調査等とは、土地等の権利者等の補償額の算定にあたり消費税法及

び地方税法に規定する消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の額の補償

額への加算の要否又は消費税等相当額の補償の要否の調査及び判定等を行うことをい

う。 

 

４－２ 調査 

土地等の権利者が消費税法第２条第４号に規定する事業者でるときの調査は、次

に掲げる資料のうち消費税等の額又は消費税等相当額の補償の要否を判定等するた

めに必要な資料を収集することにより行うものとする。 

一 前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書（控）」 

二 基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書（控）」 

三 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書（控）」 

四 消費税簡易課税制度選択届出書 

五 消費税簡易課税制度不適用届出書 

六 消費税課税事業者選択届出書 
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七 消費税課税事業者選択不適用届出書 

八 消費税課税事業者届出書 

九 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 

十 法人設立届出書 

十一 個人事業の開廃業等届出書 

十二 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 

十三 消費税課税事業者届出書（特定期間用） 

十四 特定期間の給与等支払額に係る書類（支払明細書（控）、源泉徴収簿等） 

十五 特定新規設立法人に該当する旨の届出書 

十六 高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書 

十七 適格請求書発行事業者登録に係る通知書 

十八 適格請求書発行事業者登録に係る取消届出書 

十九 その他の資料 

 

４－３ 補償の要否の判定等 

消費税等に関する調査書は、前項の調査結果を基に作成するものとする。 

２ 調査書は、消費税等相当額補償の要否判定フローにより、補償の要否を判定するも

のとし、消費税等調査表を用いて、作成するものとする。この場合において、消費税

等調査表によることが不適当又は困難と認めたときは、当該調査表に代えて判定理由

等を記載した調査表を作成するものとする。 

 

第５章 打ち合わせ協議 

１ 打ち合わせ協議 

業務の円滑な推進のため、打ち合わせ協議を行う。打ち合わせ協議は、業務着手

時、中間時２回、成果品納品時の４回を想定している。ただし、発注者もしくは受注

者が必要と認めた場合には随時開催する。 

なお、打ち合わせ協議の回数の変更は、契約変更の対象としない。 

 

第６章 成果品 

１ 成果品 

成果品の部数は、正副各１部とする。 

図面及び報告書については、電子納品とし、CAD データのフォーマットは、

JWCad(jww と P21)形式とする。また、報告書のファイル形式は、Excel、Word 形式と

する。 

 

 

以上 


